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議案第９２号関連資料 

明石市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の目的 

  令和５年５月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律」が施行され、子育て世帯の負担軽減等の観点から、出産する被保険者に係る産前

産後期間の所得割保険料及び均等割保険料の軽減措置が講じられることになりました。 

  これに伴い、明石市国民健康保険条例においても同様の改正を図るものです。 

 

２ 概要 

 (1) 対象者 

   出産する国民健康保険被保険者（妊娠85日以上の死産及び流産も対象） 

 (2) 対象期間 

   出産予定日または出産日の属する月の前月から４か月間 

   多胎妊娠・出産の場合は、出産予定日または出産日の属する月の３か月前から６か月間 

   出産予定日   

10月 

 

11月 12月 １月 ２月 ３月 

   ※ 令和５年11月に出産（予定）の被保険者は、令和６年１月分のみ減免対象となります。 

 (3) 減免額等 

   対象期間の所得割保険料と均等割保険料の全額 

＜減免見込額＞ 令和５年度 約920,000円（22,980円×40人） 

令和６年度 約4,367,000円（22,980円×190人） 

 

３ 国・地方の負担割合 

 国1/2、県1/4、市1/4（地方負担は地方交付税措置） 

 

４ 明石市国民健康保険運営協議会の答申 

上記について、令和５年度第２回明石市国民健康保険運営協議会へ諮問し、改正を承認する旨の

答申を得ています。 

 

５ 施行期日 

  令和６年１月１日 

 

６ その他 

  被用者保険や国民年金では、すでに同様の制度が設けられています。 

減免期間（単胎の場合） 

減免期間（多胎の場合） 


